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第５章 食育の推進のための目標値 



１ 

 

 

 

 

１ 計画策定の背景 

「食」は私たちが生きていくために欠くことのできないものであり , 

「食」は命の源です。そして , 健康な心身と豊かな人間性を育み , 生涯に

わたっていきいきと暮らしていくためには , 「食」が重要となります。  

国は，「食育とは，生きる上での基本であって，知育，徳育および体育の

基礎となるべきもの。様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を

選択する力を習得し，健全な食生活を実践することができる人間を育てる

食育を推進することが求められている」として，平成１７年６月に，食育

基本法を制定しました。   

市では，子どもの頃に健全な食習慣を身に付けることが，生涯にわたっ

て健全な心身で生活することにつながることから，平成２３年３月に，函

館の未来を担う子どものための食育を組織的，総合的に推進することによ

って，  市民一人一人が食育に理解を深め , 食を通して心豊かで健やかな

暮らしを実現することを目的とする「はこだてげんきな子  食育プラン

（函館市食育推進計画）」を策定し，「保育所・幼稚園・学校」，「地域」，「生

産者・事業者」など関係団体との連携を図りながら，「家庭」における健

全な食習慣の確立に資するよう各種事業に取り組み，食育を推進してきま

した。  

その結果，子どもの肥満やむし歯のある割合が減る，学校給食における

地場産食材の使用割合が増えるなど，食育の取組により改善がみられたも

のもありますが，依然として「朝食摂取の状況」，「共食の状況」，「肥満や

やせ，栄養バランスの偏り」など食をめぐる課題は山積しており，さらな

る食育推進の取組が必要です。  

このような状況を踏まえ，市では，関係団体との連携を一層深め，さら

に食育を推進するため，子どもの食に関係する団体で構成する計画策定委

員会を設置し，「第２次はこだてげんきな子  食育プラン（函館市食育推

進計画）」を策定しました。  

 

２ 計画の位置付け 

この計画は，食育基本法第１８条第１項の規定に基づく市町村食育推進

計画であり，新函館市総合計画（平成１９年度～２８年度）を具体化する

個別計画として位置付け，「健康はこだて２１（第２次）」等の関連計画と

整合性を図り，策定したものです。  

第１章 計画策定に当たって 
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３  計画 の期 間  

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

この計画の期間は，平成２８年度から平成３２年度までの５年間とし，

必要に応じ見直しを行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新函館市総合計画  

食育基本法  

第 3 次  

食育推進基本計画  

国  

第 3 次  

どさんこ食育推進プラン  

北海道  

函館市  

函
館
市
食
育
推
進
計
画 

函館市水産振興計画  

函館市子ども・子育て  

支援事業計画  

函館市義務教育基本計画  

健康はこだて２１

（第２次）  

 

函館市学校給食基本方針  
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(1)食 で 健康 なか ら だを

つ く る  

(2)食 で 豊か な心 を 育む  

(3)函 館 の豊 かな 食 資源

や 食 文化 を通 し て食

の 大 切さ を知 る  

 

 

 

１ 前計画の概要 

食育推進の理念のもと，３つの基本目標と８つの具体的目標「はこだて
・ ・ ・ ・

げん
・

きなこ
・ ・ ・

」を設定するとともに，客観的指標の目標値を掲げ，「家庭」，

「保育所・幼稚園・学校」，「地域」，「生産者・事業者」，「行政」が，

それぞれの役割に応じ，食育推進のため，連携して取り組みを進めてきま

した。  

 

 

 

 

 

 

                             

 

                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は  
「 早 寝 ， 早 起 き ， 朝 ご は ん 」 規 則 正

し く 毎日 を過 ご そう 。  

こ  
心 と か ら だ を 育 て る み ん な で 囲 む 食

卓 を 大切 にし よ う。  

だ  
大 事 だ よ ， し っ か り か む こ と ， 磨 く

こ と 。  

て  
手 間 か け て ， 愛 情 こ め て 作 り ま し ょ

う 。  

げ  

ん  

元 気 な か ら だ を つ く る ， 食 事 を き ち

ん と とろ う。  

き  
郷 土 の 食 材 を 取 り 入 れ た 料 理 を 覚 え

よ う 。  

な  何 で もお いし く 食べ よ う。  

こ  
声 に 出し ，「 いた だき ま す」のご あい

さ つ  

  
食 育 推進 の理 念 ：  食 育 は， 函館 市 民一 人 一人 が食 を 通じ て  

心 豊 かで 健や か な暮 ら しを 実現 す るこ と が  

で き るよ うに 推 進し ま す。  

基  本  目  標  標  

第２章  前計画の評価結果について  
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２ これまでの主な取組について 

(1) 家庭  ～家庭への啓発等～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取 組 事 業

■「はこだてげんきな子　食育プラン（函館市食育推進計画）」
　の概要版〈保健福祉部〉
　「はこだてげんきな子　食育プラン（函館市食育推進計画）」を市民
（特に子育て世帯）に広く周知するため，親子で見て楽しめるような内
容の概要版を作成し，配付した。
〈実績〉

■食育講演会〈保健福祉部〉
　 食育の重要性および「はこだてげんきな子　食育プラン（函館市食育推
進計画）」について周知するため，講演会を開催した。
 〈実績〉

■食育月間キャンペーン
〈保健福祉部，函館市食生活改善協議会，北海道農政事務所〉
　 ６月の食育月間に食育月間キャンペーンとしてパネル展等を開催し，
“早寝・早起き・朝ごはん” “共食” “食事バランスガイド” “地産地
消（地場産昆布の試食等）”の普及啓発など，食の重要性についての理
解を深める取組を実施した。
　

基本目標
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H23 H26

18,000部作成 1,000部作成

H23 H25

策定記念事業

「食育のすすめ～「はこだて
げんきな子 食育プラン」と
ともに」

「食は命～子どもたちの食を育てる」

講　師：医学博士　服部幸應 講　師：置戸町食のアドバイザー
　　　　佐々木十美

参加者：２７５名 参加者：講演会　　８８名
　　　　料理教室　３０名
（若い世代に伝えたいお料理教室）
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取 組 事 業

■食育啓発事業
（ア）両親学級〈子ども未来部〉
　 妊婦等を対象に妊娠中や出産後の望ましい栄養や食生活等についての講
話を行った。
〈実績〉

（イ）乳幼児健康診査（４か月児，１０か月児，１歳６か月児）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈子ども未来部〉
　 ４か月児，１０か月児，１歳６か月児健診で栄養相談を実施するととも
に，食の大切さ等についての周知を図った。
〈実績〉

（ウ）３歳児健康診査〈子ども未来部，保健福祉部〉
　 ３歳児健診で栄養相談を実施するほか，「はこだてげんきな子　食育プ
ラン（函館市食育推進計画）」の概要版を配付し，保護者に食の大切さ
を訴えるとともに，食をテーマにしたエプロンシアターや絵本の読み聞
かせ等の実施を通じて，保護者や３歳児に対し，「早寝・早起き・朝ご
はん」等の食育を啓発する取組を実施した。
〈実績〉

（エ）離乳食教室〈保健福祉部〉
　 周囲に子育ての相談相手がいない親が増えていることから，生後４～５
か月の第１子を持つ親を対象とし，初めての離乳食づくりから「食」の
大切さを知ることを目的として，離乳食についての学習の場を提供し
た。
〈実績〉

（オ）ちびっこあそびの広場（サン・リフレ函館）〈子ども未来部〉
　 子育て中の親子が集い，交流する場を提供するとともに，子育てに関す
る情報の交換，育児・栄養相談等ができる場として「ちびっこあそびの
広場」を実施した。

（カ）子育てサロン，つどいの広場〈子ども未来部〉
　 親子あそびや育児相談，仲間づくり，育児講話の中で，食事について保
護者に情報提供や助言を行った。

函
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基本目標

H23 H24 H25 H26

49名／2回 30名／2回 100名／2回 248名／6回

H23 H24 H25 H26

92名／4回 82名／4回 79名／4回 135名／6回

H23 H24 H25 H26

5,145名 4,650名 4,818名 4,762名

H23 H24 H25 H26

1,678名／55回 1,574名／56回 1,635名／54回 1,545名／50回



６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２ ) 保育所・幼稚園・学校  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取 組 事 業

食
で
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康
な
か
ら
だ

を
つ
く
る

（キ）小児肥満フォロー児健診（のびっこ健診）〈子ども未来部〉
　 幼児期における肥満は，将来，生活習慣病になる危険性があることか
ら，幼児肥満である児を抱える保護者を対象に，適切な知識と望ましい
生活習慣を身に付けることができるよう指導した。
〈実績〉

基本目標

H23 H24 H25 H26

22名／10回 12名／8回 19名／9回 15名／3回

取 組 事 業

■食に関する健康教育〈保健福祉部〉
　 保育所，幼稚園，学校からの依頼に基づき，幼児，児童生徒，保護者お
よび職員等に対し，管理栄養士等による食に関する健康教育を実施し
た。
〈実績〉

■幼稚園児への食育教室（パクパク教室）〈保健福祉部〉
　 生涯にわたって健康な生活を送る基本となる「食を営む力」の育成時期
である幼稚園年長児を対象として食事の大切さを伝えるために，子ども
にとって興味深く，親しみやすい内容で実施した。
〈内容〉
・子育てアドバイザーによるエプロンシアター等
・栄養士による食事の話
・ヘルスメイト（食生活改善推進員）による野菜入り蒸しパンを園児が
試食
〈実績〉

■親子料理教室
　　〈教育委員会（栄養教育研究会），保健福祉部，農林水産部〉
　「食を営む力」の習得を目指して，親子が一緒になって調理体験に取
り組む教室を開催した。

基本目標
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H23 H24 H25 H26

129名／8回 211名／6回 87名／4回 143名／8回

H23 H24 H25 H26

146名／5園 295名／5園 178名／5園 288名／6園
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取 組 事 業

■「給食だより」「食育だより」等の配布
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈子ども未来部，教育委員会〉
　保育園児，小・中学校の児童生徒を通じて，家庭へ栄養のバランスに配
慮した食事の重要性や保育園給食，学校給食についての情報提供を実施
した。

■保育園行事〈子ども未来部〉
　日本の伝統文化に触れることを目的として，食に関連する各種の季節
行事を実施した。
　〈内容〉
　・よもぎ団子作り，縁日ごっこ，焼き芋会，餅つき，クリスマス会，
節分，ひな祭り等
　

■食農活動の実施〈子ども未来部，教育委員会〉
　食への関心や感謝の心をはぐくむために，野菜づくり・米づくりの体
験活動とともに，収穫物を使用しての調理実習を実施した。

■各学校における食に関する指導〈教育委員会〉
　 食に関する指導に係る全体計画を作成するとともに，栄養教諭や栄養職
員が中心となり，食に対する正しい知識や望ましい食習慣をはぐくむよ
う，学校給食の時間をはじめ，特別活動や各教科等において計画的に指
導を実施した。

■学校給食基本方針〈教育委員会〉
　 平成２５年１２月に学校給食の基本理念と基本方針を定めた「函館市学
校給食基本方針」を策定した。

■学校給食における和食の日〈教育委員会〉
　 児童生徒が給食を通じて日本人の伝統的な食文化の伝承などを学ぶこと
ができるよう，平成２６年６月から学校給食のブロック別に月１回「和
食の日」を設定し，地元産の農水産物を活用した食材で，季節感のある
和食献立を実施した。

■学校給食展〈教育委員会（栄養教育研究会）〉
　 学校給食や食育に関する理解や関心を深め，家庭・地域・学校が連携し
た食育の充実を図ることなどを目的に，函館市栄養教育研究会主催の学
校給食展を開催した。

■給食試食会〈教育委員会〉
　 学校給食に対する理解を深めるため，主に保護者や地域住民を対象に，
給食の試食と栄養教諭等の講話を行った。
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基本目標

（写真）

（写真）
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取 組 事 業

食

で
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を
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■食生活調査〈教育委員会（栄養教育研究会）〉
　 函館市栄養教育研究会が，市内の小学５年生と中学２年生を対象に食生
活に関する調査を平成２４年６月に実施した。（調査年は，５年に１
回）
　　　　対象者数：小学５年生1,527名　中学２年生1,758名

■郷土料理の学校給食〈教育委員会〉
　 郷土愛の醸成とともに，地域の食文化や歴史などを学ぶ契機とするた
め，全国学校給食週間などに合わせ，毎年，地域の特色を生かした郷土
料理を学校給食のメニューに採用し，児童生徒へ紹介する取組を実施し
た。

■鯨肉を使用した学校給食〈教育委員会〉
 　鯨食文化の継承等を目的に，くじら肉を使用した学校給食のメニューを
年1回実施した。（平成２６年度は年２回）

■学校給食における地場産品の使用拡大
（（４）函館産品活用給食推進事業関連）〈農林水産部・教育委員会〉
　地産地消の推進を図るため，学校給食で使用する食材の中で，旬の地
場産の野菜等を選定し，１品を集中的に使用し，紹介する取組を実施し
た。
　また，生産者等の協力により，ジャガイモ，ニンジン，キャベツなど
地元産野菜を優先的に納入する体制を構築するとともに，関係者による
新規地場産食材の導入に向けた仕組みを構築した。

■給食用食材の安全性確認〈子ども未来部，教育委員会〉
　 安全・安心な食材を学校給食等で使用するため，公立保育園や市立小・
中学校の給食用食材の産地調査，放射性物質検査等を実施した。

■食物アレルギー等に関する調査・対応等
　　　　　　　　　　　　　　　　〈子ども未来部，認可保育園等〉
　認可保育園等で保育園児のアレルギー性疾患，食物アレルギーに関し
て調査し，アレルギー食品除去食，代替食の個別対応を実施した。

■歯の学校〈保健福祉部〉
　小・中学生を対象として自分の歯について学習するため，学級単位
で，歯の健康に関する講話や実験観察を行った。
〈実績〉

基本目標
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H25 H26
・栄養教諭・職員，学校給食
会，給食物資納入業者等による
「地場産品の活用促進ＰＴ（プ
ロジェクトチーム）」の発足
（７月）
・試食会（加工品等）の開催
・全市で函館産ヨーグルトの試
行（２月）

・「地場産品の活用促進ＰＴ
（プロジェクトチーム）」によ
る函館産農水産物の加工食品
（かぼちゃペースト，スケトウ
ダラすり身）を開発し，全校へ
提供

H23 H24 H25 H26

272名／10回 271名／10回 303名／10回 431名／10回
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取 組 事 業

■児童館行事〈子ども未来部〉
　 児童が食への興味関心を持ち，食に関する正しい知識を習得することを
目的として，すべての児童館で，料理教室や伝統行事にちなんだ食文化
に触れる事業を実施した。
〈主な取組〉

■家庭教育セミナー〈教育委員会〉
　 保護者，教職員および地域の関係者が集まり，家庭教育について学習す
る場である家庭教育セミナーで，「親子でおやつを作ろう」などの食に
関する講座を開催した。
〈実績〉料理教室分

■社会学級〈教育委員会〉
　成人が一般的教養を学ぶため，参加する人々が自主的に講座を企画
し，学習に取り組む社会学級で，そば打ち教室，パン教室など食に関す
る講座を開催した。
〈実績〉食育関係分

■高齢者大学〈教育委員会〉
　 高齢者が社会の変化に対応できる能力を身につけるとともに，高齢者の
経験や知識を地域社会で生かすことを目的として開設している高齢者大
学で，「函館のイカについて」，「函館の鯨」など食に関する講座を開
催した。
〈実績〉

■公民館講座〈教育委員会〉
　 公民館において心身ともに健康で生きがいのある生活づくりについて考
えることを目的として，「心いきいき　男の料理づくり」などの食につ
いて学習する“いきいき講座”を開催した。
〈実績〉

基本目標
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H23 H24 H25 H26

135名／2回 17名／1回 152名／3回 39名／2回

H23 H24 H25 H26

２２講座 ２２講座 ６講座 １６講座

H23 H24 H25 H26

５講座 ３講座 １講座

H25

１講座

H26

親子パン教室の開催,，キャラメル工場見学，企業との包括連
携協定に基づく食育体験ツアーの実施
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取 組 事 業

■魚食普及対策〈農林水産部〉
　 水産物の消費拡大を図るため，水産市場関連団体で構成する水産物地方
卸売市場魚食普及対策協議会を設置し，学校給食における地元産品の活
用調査に関する調査研究，地産地消促進に関する調査研究を実施すると
ともに，下記料理教室等を実施した。
〈主な取組〉

■青果物地方卸売市場活性化対策〈農林水産部〉
　 青果市場の活性化に向けた青果物の消費拡大を図るため，青果市場関連
団体で構成する青果物地方卸売市場活性化対策委員会が，市場見学会や
地元産青果物の普及ＰＲを実施するとともに，下記教室等を実施した。
〈主な取組〉

■農水産物ブランド化推進事業〈農林水産部〉
　函館産農水産物の認知度の向上と消費拡大を図るため，函館農水産物
ブランド推進協議会（２農協，５漁協，市で構成）を設置し，旬の農水
産物を使用した料理教室の開催のほか，そのレシピの情報発信を実施し
た。
〈実績〉
　　料理教室分

　　レシピ集
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基本目標

・高校生を対象とした料理講習会（魚のさばき方）
・市場食堂を利用した消費拡大イベント
・「親子バイキング」（魚と野菜の食育セミナー）
・「正月料理を魚で」（正月料理教室）
・「はこだてげんきな子食育セミナー」等へ魚介類の提供

H24 H25 H26
58名／2回 173名／6回 171名／6回

・「ブリ」
・「スルメイカ」
・「真ダラ」
・「函館産野菜のヘルシー料理」
・「函館産野菜の漬け物」
・「春採り昆布」

（写真）

・「野菜スイーツコンテスト」
・「キッズわくわく野菜塾」
　（ベジフル函館との共催による野菜塾）の開催
・「野菜の酵素でキレイを作る」講座の開催
・「親子バイキング」（魚と野菜の食育セミナー）
・野菜ランチ作りコンテスト
・青果普及チラシの作成(15,000部)道南地域の青果販売
　小売店に配付
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取 組 事 業

■函館産品活用給食推進事業
（（２）学校給食における地場産品の使用拡大関連）
　　　　　　　　　　　　　　　　〈農林水産部・教育委員会〉
　 函館産農水産物の学校給食での使用拡大を図るため，市がサケ，ブリの
切り身や春採り昆布などを規格品として確立し，通常使用に繋げるとと
もに，ジャガイモ，ニンジン，キャベツなどの農協からの供給を確保
し，安定した納入体制を構築した。

■農業体験施設〈農林水産部〉
　 市民に園芸作物の栽培と収穫等を通じて農業に親しむ場を提供するな
ど，農村地域の活性化と健康的でゆとりのある市民生活の実現に資する
ことを目的に開設している「亀尾ふれあいの里」で下記事業を実施し
た。
〈実績〉

■市民菜園〈農林水産部〉
　市民が農業に親しみ，収穫の喜びを体験できることを目的に開設して
いる市民菜園「空港ふれあい菜園」で下記事業を実施した。
〈実績〉
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や
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基本目標

内容 H23 H24 H25 H26

〈体験農園〉

〈市民農園〉

管理者の指導のもと，
利用者が自ら農作業を
行い，農作物を栽培

〈果樹園〉

利用者が自ら果樹を収
穫する

延べ3,889名
／78区画

延べ3,209名
／77区画

延べ105名 延べ516名 延べ115名 延べ260名

管理者の指導のもと，
稲作，畑作（播種，草
取り，収穫等）を体験

一連体験
延べ3,482名

一連体験
延べ3,608名

一連体験
延べ2,796名

一連体験
延べ2,992名

収穫体験
延べ339名

収穫体験
延べ376名

収穫体験
延べ584名

収穫体験
延べ543名

延べ3,839名
／72区画

延べ4,111名
／67区画

H23 H24 H25 H26

延べ6,620名
／142区画

延べ6,762名
／148区画

延べ5,884名
／147区画

延べ6,787名
／144画

（写真）
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取組事業

■ヘルスメイト（食生活改善推進員）の育成〈保健福祉部〉
　 毎年，食育推進のボランティア活動を担う「ヘルスメイト（食生活改善
推進員）」の養成講座を開講し，ヘルスメイトの養成を図った。
〈実績〉

■食に関する健康教育〈保健福祉部〉
　 町内会や地域団体等の依頼に基づき，生活習慣病予防やその他健康増進
を目的とする栄養相談や食・栄養に関する講話を実施した。
〈実績〉

■健口教室〈保健福祉部〉
　 ４０歳以上の成人を対象に，歯周病予防や口腔機能の維持・増進のた
め，歯磨きの仕方の実習や歯と健康に係る講話を実施した。
〈実績〉

■生活習慣病予防講座〈保健福祉部〉
   メタボリックシンドローム対策等を目的として，市民の健康づくりの啓
発のため，生活習慣病予防（食べすぎ，運動不足，喫煙など）に関する
各種講座を実施した。
〈実績〉

■特定給食施設等への指導・助言〈保健福祉部〉
　特定給食施設およびその他の給食施設の設置者に対し，適切な栄養管
理を実施するうえで必要な指導・助言を実施した。
　＊特定給食施設とは，特定かつ多数の者に対して継続的に１回100食以上または
　  1日250食以上の食事を供給する施設をいう。（健康増進法施行規則第５条）
　＊その他の給食施設とは，特定給食施設に該当しない特定かつ多数の者に対し
    て継続的に１回50食以上または１日100食以上の食事を供給する施設をいう。
   （函館市特定給食施設等指導要領）

基本目標
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H23 H24 H25 H26
（養成講座）

32名養成
（養成講座）

23名養成
（養成講座）

26名養成
（養成講座）

9名養成
（支援） （支援） （支援） （支援）

延べ1,124名
／25回

延べ1,036名
／31回

延べ830名
／29回

延べ512名
／20回

H23 H24 H25 H26
1,004名／35回 910名／36回 442名／34回 1,089名／51回

H23 H24 H25 H26
65名／5回 62名／5回 69名／5回 35名／3回

H23 H24 H25 H26
・男の健康セミナー ・糖尿病予防教室 ・動脈硬化予防教室 ・糖尿病予防教室

　21名／3回 45名／1回 　(血管年齢測定会)
　(血管年齢測定
会)

・女性の健康教室 ・女性の健康教室 講話 講話

  53名／1回   24名／1回 131名／2回 229名／6回

調理実習 みそ汁塩分測定

22名／1回 81名／6回

・女性の健康教室 調理実習

  112名／1回   12名／1回
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取組事業

■からだサポートヘルシーランチ〈保健福祉部〉
　特定保健指導の対象者または生活習慣改善のための健康づくり相談の利
用者に，ヘルシーランチ（１食５００キロカロリー程度のヘルシーメ
ニュー）の試食を通じて，健康な心身の保持・増進に必要とされる栄養
バランスのとれた「健康な食事」についての情報提供を行い，栄養分野
から生活習慣病予防のための取組を実施した。
〈実績〉

■函館市栄養成分表示の店推進事業〈保健福祉部〉
　 市民自らが外出先でも栄養管理を実施できるよう，店内のメニュー等で
栄養成分を表示する店の登録推進を図った。
〈実績〉

■食品衛生に関する講習会〈保健福祉部〉
　 町内会，老人福祉センター，高等学校等からの依頼に基づき，食品衛生
に関する市民向けの講習会を開催した。
〈実績〉

■食品衛生月間〈保健福祉部，食品衛生協会〉
　毎年８月の食品衛生月間に，市政はこだて等の広報やチラシ等の街頭
配布を通じて，市民に対し食中毒の予防を呼びかけるなど食品衛生に関
する啓発を実施した。

基本目標

食
で
健
康
な
か
ら
だ
を
つ
く
る

食
で
豊
か
な
心
を
育
む

H23 H24 H25 H26

47名／12回 112名／12回 126名／12回 160名／12回

H23 H24 H25 H26
123件 125件 127件 118件

H23 H24 H25 H26
360名／10回 304名／9回 402名／16回 180名／7回
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３ 指標の達成状況 

  市では，前計画策定時に，食育推進の具体的目標として，「は
・

こ
・

だ
・

て
・

げん
・

き
・

な
・

こ
・

」を設定して取り組んできました。食育を推進するうえで基本にな

るのは，栄養のバランス，望ましい食習慣，食品の安全性といった食に関

する正しい知識の習得であることから，心身の成長が著しく，生涯にわた

る食習慣の形成に大きな影響を及ぼす子どものための食育を推進するこ

とで，全ての市民の食育が推進されるように，客観的な指標と目標値を掲

げて取り組んできました。  

  前計画の指標の達成状況について，市が実施している学習意識調査や保

護者へのアンケート調査結果等により把握したところ，下表のとおり５項

目の指標のうち４つの指標で目標達成または改善傾向にあるとの結果に

なりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※達成状況  Ａ：目標達成  Ｂ：目標達成はしていないが改善傾向   

Ｃ：変化なし  Ｄ：改善していない   

基本目標 平成２６年度値 目標値
達成状況

(※)

小学４年生 82.0% 82.0% Ｃ

中学１年生 76.0% 79.2% Ｂ

１歳６か月児 1.3% 0.5% Ａ

３歳児 2.4% 1.8% Ａ

１歳６か月児 5.4% 3.8% 3.0% Ｂ

３歳児 30.1% 21.5% 25.0% Ａ

米・パン用小麦 100% 100.0%

生鮮野菜 70% 82.4%

海藻類 39% 66.7%

生鮮果物 3% 26.0%

魚介類 28% 55.2%

肉 91% 100.0%

牛乳 100% 100.0%

卵 100% 100.0%

９３人 ９９人 現状値以上 Ａ

食で健康な
からだをつ
くる

食で豊かな
心を育む

函館の豊か
な食資源や
食文化を通
して食の大
切さを知る

食生活改善推進員を増やす

子どものむし歯のあ
る割合が減る

学校給食における地
場産食材の割合が増
える

平成２１年度

Ａ

指　　標
現状値

（当初値）

100%

現状値以下

現状値以上

平成２１年度

平成２０年度

平成２０年度

平成２１年度

朝食を必ずとる子ど
もの割合が増える

子どもの肥満の割合
が減る
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(1) 朝食を必ずとる子どもの割合が増える【目標値  １００％】 

教育委員会が実施している「学習意識調査」の結果では，年度ごとに

増減がみられますが，平成２６年度では，小学４年生の約８割強が「必

ず食べている」と回答しており，朝食を欠食することがある児童の割合

は，２割程度で，平成２１年度の当初値と同様となっており，目標達成

には至っていません。  

中学１年生は，平成２１年度の当初値を３．２ポイント上回っており，

目標達成には至っていませんが，改善傾向がみられています。  

朝 食 を必 ずと る 子ど も の割 合  

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 教 育 委 員 会 「 学 習 意 識 調 査 」    

(2) 子どもの肥満の割合が減る【目標値 現状値以下】 

子ども未来部が実施している「１歳６か月児健康診査および３歳児健

康診査」の結果では，１歳６か月児，３歳児の肥満の割合は，平成２０

年度の当初値からそれぞれ０．８ポイント，０．６ポイント減少してお

り，目標を達成しています。  

子 ど もの 肥満 の 割合  

        子どもの肥満の割合  

 

 

 

 

 

 

   資 料 ： 子 ど も 未 来 部 「 １ 歳 ６ か 月 児 お よ び ３ 歳 児 健 康 診 査 結 果 」  

注 ） 子 ど も の 肥 満 と は ， 性 別 ， 年 齢 別 ， 身 長 別 標 準 体 重 か ら 肥 満 度 を 求 め ，  

肥 満 度 が ２ ０ ％ 以 上 の 者 を い う 。      

肥 満 度 ＝ （ 実 測 体 重 － 身 長 別 標 準 体 重 ） ／ 身 長 別 標 準 体 重 ×１ ０ ０ (%)  

H21 H22 H23 H24 H25 H26

小学４年生 82.0 81.0 82.5 79.9 82.3 82.0

中学１年生 76.0 73.7 75.6 72.0 80.3 79.2

66.0
68.0
70.0
72.0
74.0
76.0
78.0
80.0
82.0
84.0（％） 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

1歳6か月児 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 0.9 0.5

３歳児 2.4 2.5 1.3 1.7 1.6 2.1 1.8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0(%) 
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(3) 子どものむし歯のある割合が減る  

【目標値 １歳６か月児 ３．０％，３歳児 ２５．０％】 

 

子ども未来部が実施している「１歳６か月児健康診査および３歳児健

康診査」の結果では，１歳６か月児，３歳児のむし歯の割合は，平成 20

年度の当初値からそれぞれ１．６ポイント，８．６ポイント減少してお

り，１歳６か月児は，目標達成には至っていませんが，改善傾向がみら

れています。なお，３歳児は目標を達成しています。  

 

       子 ど も のむ し歯 の 割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 子 ど も 未 来 部 「 １ 歳 ６ か 月 児 お よ び ３ 歳 児 健 康 診 査 結 果 」  

 

(4) 学校給食における地場産（北海道産）食材の割合が増える 

【目標値  現状値以上】 

市立小中学校の学校給食における地場産（北海道産）食材の割合 (重

量ベース )は，米・パン用小麦，牛乳，卵は，平成２１年度の当初値か

ら１００％であり，肉は平成２３年度から１００％になっています。  

また，生鮮野菜は１２．４ポイント，海藻類は２７．７ポイント，生

鮮果物は２３．０ポイント，魚介類は２７．２ポイントと大幅に増加す

るなど，全ての項目で目標を達成しています。  

 

 

 

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

1歳6か月児 5.4 4.5 4.3 3.5 4.2 4.9 3.8

３歳児 30.1 29.0 27.1 24.3 24.3 21.5 21.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

(%) 
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     学 校 給食 に おけ る地 場 産食 材 の割 合（ 重 量ベ ー ス）  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

資 料 ： 教 育 委 員 会  

     注 ）  米 ・ パ ン 用 小 麦 ， 牛 乳 ， 卵 は 平 成 ２ １ 年 度 の 計 画 策 定 時 か ら １ ０ ０ ％ を  

維 持 し て い る た め 除 く 。  

 

(5) 食生活改善推進員を増やす【目標値 現状値以上】 

「私達の健康は私達の手で」をスローガンに，食を通した健康づくり

のボランティア活動を実践している食生活改善推進員（ヘルスメイト）

は，毎年養成講座を開催し，新たな推進員の養成に努めています。高齢

化や市外転出などの理由で退会する会員もおり，年度ごとの増減はあり

ますが，平成２１年度の当初値から総数では６人増えている状況にあり，

目標を達成しています。  

          

食 生 活改 善推 進 員数 の 推移  

 

 

 

 

 

 

 

    資 料 ： 保 健 福 祉 部  

 

H22 H23 H24 H25 H26

人数 93 89 103 107 99

80

85

90

95

100

105

110

（人） 

H21 H22 H23 H24 H25 H26

生鮮野菜 70.0 66.6 70.5 78.0 79.6 82.4

海藻類 39.0 33.7 51.4 57.3 59.5 66.7

生鮮果物 3.0 6.6 10.5 13.3 24.7 26.0

魚介類 28.0 13.2 23.3 39.1 41.2 55.2

肉 91.0 93.9 100.0 100.0 100.0 100.0

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

(%) 



１８ 

 

４ 食をめぐる現状と課題 

(1) 食について 

３歳児の朝食では，全ての３歳児が毎日朝食を摂取している状況に

はありませんが，喫食率に改善がみられ，また朝食の内容も，３品（主

食，主菜，副菜，牛乳・乳製品，果物のいずれか３品）の朝食を摂取

している割合が増えており，品数が増えることで，栄養的により充実

した朝食を摂取する子どもが増えています。  

朝 食 を毎 日食 べ る３ 歳 児の 割合  

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 子 ど も 未 来 部 「 ３ 歳 児 健 康 診 査 ア ン ケ ー ト 調 査 」  

      ３ 歳 児 の 朝ご はん の 内容   

 

 

 

  

 

 

資 料 ： 子 ど も 未 来 部 「 ３ 歳 児 健 康 診 査 ア ン ケ ー ト 調 査 」  

 

しかし，おやつの与え方では，「時間を決めてあげることが多い」と

答えた保護者が多い反面，「欲しがるときにあげることが多い」，「特に

気をつけていない」等の好ましくない答えも多い状況にあります。  

さらに，「甘いものは少なくしている」，「おやつでも栄養に注意して

いる」と答えた１歳６か月児の保護者の数が，３歳児の保護者ではほぼ

半数に減少しているとともに，「甘い飲み物やお菓子に偏ってしまう」

と答えた数は増加が目立ちます。幼児にとって「４番目の食事」となる

大切なおやつについて，今後一層，望ましい与え方についての保護者へ

の啓発が重要と考えます。  

89.0 

91.7 

85.0

90.0

95.0

H23 H26

(％) 

77.0  

58.0  

18.2  

33.0  

4.7  

8.0  

0.0  

1.0  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H26

H20

３品 ２品 単品 食べない 
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           １歳 ６ か月 児， ３ 歳児 へ のお やつ の 与え 方 につ いて  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 子 ど も 未 来 部 「 平 成 ２ ６ 年 度  １ 歳 ６ か 月 児 ， ３ 歳 児 健 診 ア ン ケ ー ト 調 査 」  

 

また，函館市栄養教育研究会が実施した「食生活に関する調査」の結

果では，小・中学生の朝食については，「時間がないから」，「食欲がな

いから」等の理由で朝食を欠食する児童，生徒がいる現状にありますが，

学校においては，学級担任や栄養教諭等による「食に関する指導」等の

取組により，中学生では改善傾向がみられたものの，小学生では，平成

２６年度には平成２１年度の水準に戻っており，継続的な粘り強い取組

が必要であると考えられます。また，小学５年生の約３割，中学２年生

の約４割が夕食後におやつを食べている状況にあり，夕食後が就寝何時

間前を指すのか不明な点もありますが，おやつとしてスナック菓子やチ

ョコレート等の砂糖や油脂を多く含む食品を選択する傾向が強いこと

や，早寝，早起きの生活が身に付いていないことによる睡眠不足から，

朝食時に「食欲がない」という状況が生まれているものと推察できます。 

したがって，夕食後（就寝２～３時間前）の間食（おやつ等）を控え，

早く寝て，お腹が空いた状態で朝食を摂取することができるよう，生活

習慣，食習慣の改善を図ることが重要となります。  

 

 

 

 

 

 

325 

551 

325 

77 

132 

145 

171 

276 

607 

368 

144 

275 

91 

168 

特に気をつけていない 

時間を決めてあげることが多い 

欲しがるときにあげることが多い 

おやつでも栄養に注意している 

甘いものは少なくしている 

甘い飲み物やお菓子に偏ってしまう 

スナック菓子を与えることが多い 

１歳６か月児 ３歳児 

(人) 
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小 ・ 中学 生の 朝 食欠 食 の理 由  

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 函 館 市 栄 養 教 育 研 究 会 「 平 成 ２ ４ 年 度  食 生 活 に 関 す る 調 査 報 告 書 」  

お や つを 食べ る 時間 帯  

            

 

 

 

 

資 料 ： 函 館 市 栄 養 教 育 研 究 会 「 平 成 ２ ４ 年 度  食 生 活 に 関 す る 調 査 報 告 書 」  

 

共食の状況については，小学生のいる家庭の９２％以上が，「毎日」

もしくは「週に５～６回」は家族で一緒に食事すると答えていますが，

中学生では改善傾向にはあるものの，中学生のいる家庭全体の９０％未

満の状況となっており，共食の機会を増やす必要があります。  

注）共食とは，一人で食べるのではなく，家族や友人，職場や地域の人等，誰かと共に食

事をすること。  

家 族 で「 毎日 一 緒」，「週 ５ ～６ 回一 緒」 に 食事 する と 答え た  

保 護 者の 割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資 料 ： 子 ど も 未 来 部 「 平 成 ２ ０ 年 度  次 世 代 育 成 支 援 に 関 す る ニ ー ズ 調 査 」  

            「 平 成 ２ ５ 年 度  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 に 関 す る ニ ー ズ 調 査 」 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

その他 

太りたくないから 

いつも食べないから 

食欲がないから 

時間がないから 

小５男子 

小５女子 

中２男子 

中２女子 

(％) 

53.6 

66.9 

40.4 

27.5 

6.0  

5.6 

中学２年生 

小学５年生 

夕食前 夕食後 無回答 

(%) 

89.8  

88.5  

92.1  

86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0 92.0 93.0

H25

H20

H25

H20

中学生保護者 

（調査なし） 

 
小学生保護者 

(%) 
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また，食事の際のしつけについても，「いただきます，ごちそうさま

をきちんと言う」，「ひじをついて食べない」，「食器を持って食べる」等

の食事のマナーに気を付けるように注意を促している家庭が半数以上

あり，子どものしつけに関心のある親が多いのは望ましいことですが，

半面，中学２年生で注意を受ける子どもが多いことから，まだまだ食事

のマナーについての啓発が必要であると考えます。  

食 事 の時 に気 を 付け る よう 言わ れ てい る 内容 （小 学 ５年 生 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 中 学２ 年生 ）  

 

 

 

  

 

 

 

資 料 ： 函 館 市 栄 養 教 育 研 究 会 「 食 生 活 に 関 す る 調 査 報 告 書 」    

 

大人も子どもも日々忙しい生活を送る中で，家族そろって食卓を囲み，

子どもが口にする学校や友達の話に耳を傾けることで，子どもは落ち着

き，心身ともにリフレッシュすることができます。また，会話を楽しむ

ことや，家族が同じものを一緒に食べることにより豊かな心が育まれ，

社会性が養われます。  

子どもたちの食育を実践する最も大切な場所である家庭での取組を，

今後一層，「保育所，幼稚園，学校」，「地域」，「生産者，事業者」，「行

政」が連携し，支援していくことが重要です。  

 

59.1 

52.6 

57.7 

39.7 

32.8 

69.3 

68.2 

55.0 

55.6 

56.5 

39.6 

35.8 

63.4 

63.5 

好ききらいをしない 

口の中にものを入れたまま話をしない 

食器を持って食べる 

食事中に立ち上がらない 

大声で話さない 

ひじをついて食べない 

「いただきます」「ごちそうさま」をきちんと言う 

H19 H24

(％) 

47.7 

42.6 

54.2 

26.9 

25.1 

60.1 

54.9 

38.3 

41.2 

49.0 

29.5 

27.7 

54.1 

47.6 

好ききらいをしない 

口の中にものを入れたまま話をしない 

食器を持って食べる 

食事中に立ち上がらない 

大声で話さない 

ひじをついて食べない 

「いただきます」「ごちそうさま」をきちんと言う 

H19 H24
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(２) 健康について 

子どもの肥満状況をみると，１歳６か月児，３歳児では，肥満の割

合が減少しているものの，小学生・中学生ともに，北海道，全国に比

べて適正体重児の割合が少ない状況があり，生活習慣，食習慣の改善

を含め，子ども自らが，日常の食生活が健康に与える影響についての

関心を高めることができるよう，家庭，学校，地域において食育の推

進に一層取り組んでいく必要があります。  

適 正 体重 児と 判 定さ れ る小 ・中 学 生の 割 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 全 国 ， 北 海 道  文 部 科 学 省 「 平 成 ２ ６ 年 度  学 校 保 健 統 計 調 査 」  

函 館 市  「 平 成 ２ ６ 年 度  特 定 給 食 施 設 等 実 施 状 況 調 査 」  

注 ）・ 学 校 保 健 統 計 調 査 ：文 部 科 学 大 臣 が 指 定 し た 学 校（ 道 内 小 学 校 ６ ７ 校 ，中 学 校 ５ ０ 校 ）を

対 象 に ， 学 校 保 健 安 全 法 に よ る 健 康 診 断 の 結 果 に 基 づ く 調 査  

・特 定 給 食 施 設 等 実 施 状 況 調 査：函 館 市 健 康 増 進 法 施 行 細 則 お よ び 函 館 市 特 定 給 食 施 設 等 指

導 要 領 に 基 づ く 調 査  

・ 適 正 体 重 児 ： 性 別 ， 年 齢 別 ， 身 長 別 標 準 体 重 か ら 肥 満 度 を 求 め ， 肥 満 度 が － ２ ０ ％ か ら

20％ 未 満 の 者 を い う 。  

肥 満 度 ＝ （ 実 測 体 重 － 身 長 別 標 準 体 重 ） ／ 身 長 別 標 準 体 重 ×１ ０ ０ (%)   

          

また，函館市栄養教育研究会が実施した「食生活に関する調査」の

結果では，朝食欠食の理由について，「太りたくないから」と答えた

のは小学５年生女子が多く，小学生時代から「やせ」への意識が出現

していると思われます。  

全国的に若い女性の「やせ」が増えている現状がありますが，無理

なダイエット等による「やせ」が，月経不順や無月経を惹起し不妊の

原因となるほか，低体重児出産や骨粗鬆症になる危険性がありますの

で，若い女性の過度の痩身願望に警鐘を鳴らさなくてはいけません。 

また，子育て中の年代の女性にとっては，子どもへの影響も考えら

れますので，子どもの頃から適正な体重についての理解を深める食育

の推進が重要となります。  

78 80 82 84 86 88 90 92

中学生 

小学生 

中学生 小学生 

函館市 83.6 85.4

北海道 85.7 87.3

全国 88.7 91.2

(%) 
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若 い 女性 のや せ （平 成 １６ 年～ 平 成２ ５ 年）  

 

 

 

 

 

 

 

若 い 女性 のや せ （昭 和 ５８ 年～ 平 成２ ５ 年： ５年 ご と）  

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 厚 生 労 働 省 「 国 民 健 康 ・ 栄 養 調 査 」  

注 ） や せ と は ,  BMI が 18.5 未 満 の 者 を い う 。   

         BMI＝ 体 重 (kg)／ （ 身 長 (m)）   

 

成人の肥満の割合については，函館市の２０歳代，３０歳代の肥満

の割合は，全国的に女性に比べ男性の方が多く，特に函館市では全国

に比べ２０歳代の男女の肥満が多い傾向にあります。  

２ ０ ～３ ９歳 の 肥満 の 割合  

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 函 館 市  保 健 福 祉 部 「 平 成 ２ ３ 年 市 民 の 健 康 意 識 ・ 生 活 習 慣 ア ン ケ ー ト 調 査 」  

全 国   厚 生 労 働 省 「 平 成 ２ ３ 年 国 民 健 康 ・ 栄 養 調 査 」  

注 ） 肥 満 と は ,  BMI が 25.0 以 上 の 者 を い う 。   

        BMI＝ 体 重 (kg)／ （ 身 長 (m)）   
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20歳～29歳 30歳～39歳 

函館市男性 26.1 32.9

全国男性 21.2 32.9

函館市女性 15.2 9.4

全国女性 10.2 12.9
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４０～６４歳の男性の肥満の割合は，全国に比べ高い傾向にありま

す。平成２３年度と比較して，全国では減少傾向が見られますが，市

では，増加および横ばいの傾向にあり，その差が開きつつあります。 

４０～６４歳の女性の肥満の割合は，平成２３年度と比較して全国，

函館市ともに減少傾向にあります。  

４ ０ ～６ ４歳 の 肥満 の 割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 函 館 市  市 民 部 「 函 館 市 国 民 健 康 保 険 特 定 健 康 診 査 結 果 」  

全 国    厚 生 労 働 省 「 国 民 健 康 ・ 栄 養 調 査 」   

 

自分の食生活に対して，４割弱の市民が「少し問題がある」または「問

題が多い」と評価しています。また，「朝食を抜くことが週に３回以上

ある」，「夕食後に間食をとることが週３回以上ある」，「就寝前の２時間

以内に夕食をとることが週に３回以上ある」等の健康上好ましくない食

習慣のある市民は，北海道と比較すると，３～４ポイント程度多い状況

にあります。肥満は，がん，循環器疾患，糖尿病等多くの生活習慣病と

関連があり，国民健康保険加入者の特定健康診査の結果から，「中性脂

肪」，「収縮期血圧」，「ヘモグロビン A1c(HbA1c)」の所見有りの割合が北

海道と比較して高い状況にあることから，バランスのとれた食事等生活

習慣の改善をサポートする取組が一層大切です。  

自 分 の食 生活 に 対す る 自己 評価  

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 保 健 福 祉 部 「 平 成 ２ ３ 年 市 民 の 健 康 意 識 ・ 生 活 習 慣 ア ン ケ ー ト 調 査 」   

H22 H23 H24 H25

函館市・男性 37.0 36.8 39.6 36.6

全国・男性 35.0 33.7 33.5 31.5

函館市・女性 20.4 20.6 20.5 19.7

全国・女性 21.2 22.0 20.4 18.5
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30.9  
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成 人 （40～74 歳） の 食習 慣  

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 市 民 部 「 平 成 ２ ３ 年 度 特 定 健 康 診 査 問 診 票 」  

 

特 定 健診 にお け る有 所 見者 の割 合 (40～ 74 歳 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 市 民 部 「 函 館 市 国 民 健 康 保 険 第 ２ 期 特 定 健 康 診 査 等 実 施 計 画 」  
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就寝前の２時間以内に夕食をとることが週に３回

以上ある 

夕食後に間食をとることが週に３回以上ある 

朝食を抜くことが週３回以上ある 

函館市 北海道 
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H20 28.4 29.8 13.9 5.9 39 5.8 56.8 25.8 55.5 5.2 0.9

H21 28.2 29.1 13.6 5.1 50.8 5.8 53.8 23.4 52.5 5.1 0.7

H22 27.2 27.5 15.2 4.9 61.1 6.9 53.2 23.1 55.5 5.6 0.8

H23 28.2 27.1 15.5 5.7 55.3 7 53.6 22.2 43.3 6.3 0.9

北海道(H23) 30.2 20.2 16.3 4.7 52.2 8.2 46.4 19.6 54.9 5.8 0.9
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１歳６か月児，３歳児や１２歳児のむし歯の状況は，改善傾向がみら

れますが，函館市は全国，北海道に比べ多い状況にあります。成人に関

しては北海道の数値ですが，進行した歯周病を有する割合は，５０歳以

上で３０％を超える高い割合になっています。歯周病予防は，歯の喪失

防止および糖尿病や循環器疾患などの予防，改善につながることが明ら

かになっていますので，子どもの頃から歯・口腔の健康を意識した食育

の取組が重要です。  

む し 歯の ある 子 ども の 割合 （１ 歳 ６か 月 児）  

 

 

 

 

 

 

 

                           （３歳児）  

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 厚 生 労 働 省 「 歯 科 健 康 診 査 （ １ 歳 ６ か 月 児 お よ び ３ 歳 児 健 康 診 査 ） に  

係 る 実 施 状 況 （ 結 果 ） 」  

１ ２ 歳児 の １ 人 平均 む し歯 の数 （ 永久 歯 ）  

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ： 文 部 科 学 省 「 学 校 保 健 統 計 調 査 」  

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

全国 2.7 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9

北海道 3.8 3.5 3.5 3.2 2.9 2.7

函館市 5.4 4.5 4.3 3.5 4.2 4.9 3.8

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5(%) 

(データ無し) 

未発表 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

全国 24.6 23.0 21.5 20.4 19.1 17.9

北海道 25.9 24.5 23.6 22.2 20.5 19.7

函館市 30.1 29.0 27.1 24.4 23.3 21.5 21.5
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        進 行 した 歯周 病 を有 す る人 の割 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

注）進行した歯周病を有する人とは， 4mm 以上の歯周ポケットを有する人をさします。  

注 ） 進 行 し た 歯 周 病 を 有 す る 人 と は ， 4mm 以 上 の 歯 周 ポ ケ ッ ト を 有 す る 人 を さ し ま す 。  

資 料 ： 北 海 道  「 平 成 ２ ３ 年 度 道 民 歯 科 保 健 実 態 調 査 」  

    全 国   厚 生 労 働 省 「 平 成 ２ ３ 年 歯 科 疾 患 実 態 調 査 」  

 

(３) 地産地消について 

学校給食における地場産（北海道産）食材の使用割合は，函館産農

水産物の使用拡大はもとより，学校給食で使用しやすい加工食品の開

発等，生産者・事業者や行政の取組により生鮮野菜，魚介類，生鮮果

物，海藻類で増加しています。特に，生鮮野菜や魚介類，海藻類にお

ける函館産の使用割合の増加は，顕著なものがあります。   

また，小・中学校では，学校給食で使用する食材のうち，旬の地場

産の野菜などを「給食だより」などで重点的に取り上げ，紹介してい

るほか，小・中学校における生産者，事業者の出前講座などを通じて，

地場産食材に対する子ども達の興味，関心を高める食育の推進に取り

組んでいます。  

学校給食産地割合（％）  

生鮮野菜（平成２１年度）       （平成２６年度）  
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魚介類（平成２１年度）        （平成２６年度）  

 

 

 

 

 

 

 

生鮮果物（平成２１年度）       （平成２６年度）  

 

 

 

 

 

 

 

海藻類（平成２１年度）       （平成２６年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

   資 料 ： 教 育 委 員 会 「 平 成 ２ １ 年 度 ， 平 成 ２ ６ 年 度 学 校 給 食 に お け る 使 用 食 材 の 産 地 調 査 」  

   注 ） 近 郊 と は 北 斗 市 ・ 七 飯 町 を ， 道 内 と は 函 館 お よ び 近 郊 を 除 い た 地 域 を い う 。  

 

一方，全国でも屈指の水揚げを誇る水産都市である函館市は，全国的

に魚離れが進む中で，家庭でもっと身近な食材である地元の魚介類が食

卓に上がるよう，積極的に情報発信を行っていく必要があります。  
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魚介類と肉類の１人１日当たり摂取量の推移  

 

 

 

 

 

 

 

   資 料 ： 農 林 水 産 省 水 産 庁 「 平 成 ２ ４ 年 度 版 「 水 産 白 書 」」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

魚介類 94.0 88.2 86.7 82.6 84.0 80.2 80.2 78.5 74.2 72.5 72.7

肉類 76.3 77.5 76.9 77.9 80.2 80.4 82.6 77.7 82.9 82.5 83.6
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食育は，様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を

習得し，健全な食生活を実践することができる人間を育てることです。  

函館市は，前計画の「特に，函館の未来を担う子どものための食育を組織

的，総合的に推進することによって，市民一人一人が食育に理解を深め，食

を通じて心豊かで健やかな暮らしを実現する」という目的を継承し，引き続

き以下の「理念」，「基本目標」，「具体的目標」に基づき，食育を推進します。  

 

１ 食育推進の理念 

食育は，函館市民一人一人が食を通じて心豊かで健やかな暮らしを実現

することができるように推進します。     

 

２ 食育推進の基本目標 

(1) 食で健康なからだをつくる  

健康なからだをつくるための基本は，食生活にあります。子どもの発

達段階に応じた望ましい食習慣を形成し , 「何をどのように食べるか」

など食の知識を身に付けることにより，生涯にわたって健康で過ごすこ

とができるようにすることを目標とします。  

(2) 食で豊かな心を育む  

豊かな心は，家族団らんでの食事などにより育まれます。全ての子ど

もが，家庭や保育所，幼稚園，学校，地域など様々な関わりの中で食の

体験を積み重ね，食の大切さを知ることにより，生涯にわたって心豊か

に過ごすことができるようにすることを目標とします。  

(3) 函館の豊かな食資源や食文化を通して食の大切さを知る  

函館は , 先人のたゆまぬ努力により , 農水産資源に恵まれ , それら

を活用した豊かな食文化が息づいています。地元の食材のおいしさを知

り , 季節を感じ , 生産者等への感謝の気持ちを持ち，食の大切さを実感

することができるようにすることを目標とします。  

 

第３章 食育推進の理念と基本目標 
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３ 食育推進の具体的目標 

  食育推進の理念および基本目標にそって食育を推進するための具体的  

な目標として , 「はこだてげんきなこ」を設定し , 取り組みます。  

 

は こ だ て げん き な こ 

は  
「早寝，早起き，朝ごはん」規則正しく毎日を過ごそう。  

一 日 の 始 ま り に お かず の あ る 朝 ご は ん をし っ か り 食 べ る と いう こ と は ，基 本

的 な 生 活 リ ズ ム を 作り ，食 の 大 切 さ を知る 第 一 歩 で す 。夜更か し を せ ず ，朝

早 く 起 き る こ と に より ， 余 裕 を も っ て 朝食 を と る こ と が で きま す 。 朝 食 は ，

脳 と 体 を 目 覚 め さ せ， 心 の 栄 養 に も つ なが っ て い き ま す 。  

こ 
心とからだを育てるみんなで囲む食卓を大切にしよう。  

家 族 そ ろ っ て 食 べ る 食 卓 で 子 ど も の 話 を ゆ っ く り 聴 い て あ げ る こ と で 子 ど

も は 安 心 し ，リ フレッ シ ュ す る こ と が でき ま す 。会 話 を 楽しみ ，同 じ も の を

一 緒 に 食 べ る こ と によ り 豊 か な 心 が 育 まれ ， 社 会 性 が 養 わ れま す 。  

だ 
大事だよ，しっかりかむこと，磨くこと。  

食 べ る こ と は ，生きる こ と で す 。良 好な口 腔 状 態 を 維 持 し て，良 い 姿 勢 で し

っ か り か ん で 食 べ るこ と や 歯 磨 き の 重 要性 を 子 ど も の 頃 か ら教 え ま し ょ う。 

て 
手間かけて，愛情こめて作りましょう。  

大 切 な 家 族 の 健 康 の源 で あ る 食 事 を ，栄養 の バ ラ ン ス や 調 理方 法 等 に 気 を 付

け 、心 を こ め て作 れば ，そ れ を 食 べる 家族 に も 食 に 対 す る 感謝 の 念 が 深 ま り

ま す 。  

げ ん 
元気なからだをつくる，食事をきちんととろう。  

心 身 の 健 康 は ，健全な 食 生 活 に よ り つ くら れ ，保 た れ ま す。三 度 の 食 事 を き

ち ん と と り ま し ょ う。  

き 
郷土の食材を取り入れた料理を覚えよう。  

地 元 で と れ る 新 鮮 な四 季 折 々 の 農 作 物 ，イ カ や コ ン ブ に 代 表さ れ る 水 産 物 や

加 工 品 を 取 り 入 れ た郷 土 料 理 や 家 庭 料 理を 積 極 的 に 覚 え ，食べ る 機 会 を 増 や

し ， 生 ま れ 育 っ た 函館 の 「 食 」 を 大 切 に思 う 気 持 ち を 育 て まし ょ う 。  

な 
何でもおいしく食べよう。  

子 ど も の 頃 に 身 に 付 い た 食 習 慣 を 大 人 に な っ て か ら 改 め る こ と は 難 し い こ

と か ら ， 子 ど も の 頃 か ら 好 き 嫌 い の な い 望 ま し い 食 習 慣 を 身 に 付 け ま し ょ

う 。小 さ い 頃 から 培わ れ た 望 ま し い 食 習慣 は ，生 涯 に わた って 大 き な 財 産 と

な り ま す 。  

こ 
声に出し，「いただきます」のごあいさつ  

子 ど も の 頃 か ら ，「 い た だ き ま す 」，「 ご ち そ う さ ま 」 の あ い さ つ を し て ， 感

謝 の 気 持 ち を 育 て ま し ょ う 。 食 と い う 行 為 は ，「 た く さ ん の 命 を い た だ く 」

こ と で あ り ，「 む だ に し て は い け な い 」 と い う 気 持 ち を 忘 れ な い よ う に し ま

し ょ う 。  
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食育は，その実践の場が，幼少期に始まり生涯にわたる広範囲なものであ

ることから，市では，家庭や保育所・幼稚園・認定こども園（以下「幼児教

育・保育施設」という。），小・中学校，地域，生産者・事業者など，様々な

分野でそれぞれの取組を連携して進めてきました。  

 より効果的に食育を推進し，函館市民一人一人が食を通じて心豊かで健や

かな暮らしを実現するためには，それぞれの分野における役割や取り組むべ

き方向性を明確にし，さらに連携を深めて，実践的に食育に取り組んでいく

必要があります。  

 近年，市民一人一人のライフスタイル，価値観，ニーズが多様化する中で，

栄養の偏りや食習慣の乱れが目立っており，魚，牛乳・乳製品，野菜，海藻，

豆類，果物など多様な副食から構成され，栄養バランスに優れた日本型食生

活が失われつつあります。  

 日本人の平均寿命が延伸し，世界でも高い水準を示しているのは，栄養バ

ランスに優れた日本型食生活が影響していると考えられており，多様で新鮮

な食材とその持ち味の尊重，健康的な食生活を支える栄養バランスという日

本型食生活の特徴を再認識するためにも食育を推進する必要があります。  

 食育の取組は，本来，身近で誰もができることを積み重ねていくことです

ので，子どもたちが小さいときから食に関心を持ち，健康な生活をおくるこ

とができるよう，意識的に継続していくことが重要となります。市では，子

どものための食育の実践を通じて，子どもから高齢者まで広く市民一人一人

に食育の意義が伝わっていくことを願い，家庭や幼児教育・保育施設，小・

中学校はもとより，地域や生産者・事業者とも連携し，各種取組を進めてい

きます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 各分野の役割と取組 
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小・中
学校 

地域 

行政 

生産者・
事業者 

保育所・
幼稚園・
認定こど

も園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 家庭 

(1) 役割  

家庭は，子どもたちの食育を実践する最も大切な場所です。子どもの

頃から健全な食生活を実践することが，生涯にわたって健全な心身を培

い，豊かな人間性を育むことにつながります。子どもの頃に健全な食生

活を確立するためには，家族やまわりの大人の協力が必要です。家族で

楽しい食卓を囲めば豊かな心が育まれ，家族で囲む食卓は，「いただきま

す」「ごちそうさま」のあいさつをはじめ，食事のマナーや食文化を体得

する場，栄養や健康の知識を得る場，家族の健康状態を知る場など，食

に関する感謝の気持ちを育て，食の大切さを学ぶ場となります。  

   基本的な生活習慣を形成し，望ましい食習慣を定着させるために，子

どもの頃から基本的な生活リズムを作る「早寝・早起き・朝ごはん」を

身に付けるとともに，食の知識や食を選択する力を習得できるよう様々

な取組を実践するうえで，家庭が果たす役割は，大変重要です。  

 (2) 重点取組  

家庭では，心身の成長が著しく，生涯にわたる食習慣が身に付きやす

い子どものために，食育推進の具体的目標である「はこだてげんきなこ」

を実践しましょう。特に，次の点を重視して取り組みましょう。  

 

《食育推進体制図》  

    子 ど も   

食育の推進   

家 庭   
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《新》ア  「早寝・早起き・朝ごはん」の実践に努めましょう。  

・夕食後（就寝２～３時間前）の間食を控えさせましょう。  

・幼児と小学生は２２時頃までに寝る習慣を身に付けさせましょう。   

・朝食の３０分前には起床させ，おかずのある朝ごはんをしっかり  

食べさせましょう。  

イ  １日１回以上は家族そろって食事をとる機会をつくり，「いただ

きます」「ごちそうさま」のあいさつなど食事のマナー，食事の楽

しさ，食に関する感謝の気持ちを学びましょう。  

ウ  栄養バランスに配慮した「主食」，「主菜」，「副菜」，「汁物」のあ

る和食を基本に，愛情こめて作りましょう。  

エ  「空腹は最高のご馳走」といわれます。一日の食事のリズムを整

えて，おなかをすかせて食事を取るようにしましょう。そして，ゆ

っくりと良く噛んで食べましょう。  

《新》オ  地元の野菜や魚介類をもっと食卓に上げて，“我が家の味”や  

“故郷の味”を次の世代につなげていきましょう。  

《新》カ  おやつは，牛乳・乳製品，果物を中心にして，甘い飲み物やお

菓子は控えましょう。  

《新》キ  家族みんなで，定期的に歯科検診を受診し，むし歯を予防しま

しょう。  

 

２ 幼児教育・保育施設，小・中学校等 

(1) 役割  

社会状況の変化に伴い，子どもたちの食の乱れや健康への影響がみら

れることから，幼児教育・保育施設や小・中学校等は，子どもへの食育

を進めていく場として大きな役割を担っており，あらゆる機会やあらゆ

る場所を利用して積極的に食育の推進に努めることが求められていま

す。  

   幼児教育・保育施設においては，発達段階に応じた食の体験を積み重

ねていくことにより，望ましい食習慣や食事のマナー等を身に付け，生

涯にわたって健康で質の高い生活を送るうえでの基になる「食を営む力」

を培うことが重要です。「早寝・早起き・朝ごはん」など基本的な生活

リズムを実践することができるよう，家庭と連携して取り組むことが必

要です。  

   小・中学校では，栄養教諭を中心とした教職員の連携・協力による学

校の食に関する指導に係る全体計画を作成し，子どもが食に関する正し

い知識や望ましい食習慣を身に付け，学校給食が各教科等においても

「生きた教材」として活用され，さらに，食材の旬や味覚等の学習につ

なげ，生産等に携わる人々の努力や苦労を理解し，食への感謝の気持ち



３５ 

 

を育めるように取り組む等一層の充実を図っていく必要があります。  

   また，子どもや保護者に対し，過度の痩身や肥満が心身の健康に及ぼ

す影響等の栄養バランスに関する情報提供を行うほか，給食試食会など

食や栄養への理解を深める機会を設けるなど，家庭と連携した取組の充

実を図っていく必要があります。  

 

(2) 重点取組  

子どもの頃から望ましい食習慣を身に付けられるよう，次の点を重視

して取り組みましょう。  

《新》ア  幼児教育・保育施設では，子どもの発育および発達に応じた食

育の推進に努めましょう。  

イ  小・中学校では，栄養教諭と教職員とが連携し，様々な教育活

動を通じて食に関する指導の充実に努めましょう。  

ウ  野菜や米の栽培，収穫，調理を通じて，収穫の楽しさや食べる

喜びなど子どもたちの食への興味・関心を高めましょう。  

エ  家庭に対する食育の情報発信に努めましょう。  

 

（具体的取組事例 ）  

 

取　  組 内    容 取組団体

食育教室の実施
おやつづくりや料理教室の体験を通じて，望ましい栄
養や食生活についての知識の習得や文化の継承に繋げ
る。

幼児教育・保育施設，
小・中学校，食生活改善
協議会等

野菜や米の栽培, 収穫物
の調理などの食農活動の
実施

野菜づくり・米づくりの体験活動とともに，収穫物を
使用しての調理実習を行うことで，農作物への興味や
感謝の心をはぐくむ。

幼児教育・保育施設，
小・中学校等

給食だより， 食育 だよ
り，給食献立表の配布

児童生徒や家庭への給食に関する情報提供を通じて，
栄養バランスに配慮した食事の重要性など児童生徒・
保護者への食育の啓発を図る。

幼児教育・保育施設，
小・中学校

保育士，教職員に対する
食育研修の実施

保育士や教職員に対する望ましい食生活等についての
研修を通じて，子どもや保護者への食育の推進に繋げ
る。

幼児教育・保育施設，
小・中学校

栄養教諭等による食に関
する指導の実施

学年ごとの年間指導計画にそって, 日々の給食を食育
に関する指導の生きた教材として活用し，食育につい
ての知識を学ぶ。

小・中学校

学校給食試食会の実施
学校給食の試食や栄養教諭等の講話を通じて，給食に
対する理解と家庭への食育の推進を図る。

小・中学校
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３ 地域 

(1) 役割  

心身の健康を確保し，生涯にわたって生き生きと暮らしていくため，

地域における子どもから高齢者まで様々な人々への食育の推進は，住民

一人一人の食生活に直接関わる取組であり，これを適切に浸透させてい

くためには，行政の取組だけではなく，世代を越えた交流の場づくりを

実践している地域の取組が欠かせません。  

地域では，地域に密着して活動を行っている子育てアドバイザーや市

民健康づくり推進員，ヘルスメイト（食生活改善推進員）等のボランテ

ィア活動の担い手が食育の重要な役割を果たすことができます。  

特に，ヘルスメイトは，「私達の健康は私達の手で」をスローガンに，

食を通した健康づくりのボランティアとして全国組織の基で活動を進

めており，地域住民に対する生涯を通じた食育推進の担い手としての活

躍がますます期待されています。  

 

(2) 重点取組  

   地域においては，次の点を重視して取り組みましょう。  

ア  児童館や町内会単位で，子どもから高齢者までが世代を越えて参加

できる食に関わる季節の伝統行事などを企画し，みんなで参加しまし

取　  組 内    容 取組団体

学校給食における地場産
食材の活用と郷土料理の
実施

地産地消の推進と郷土料理を取り入れることで，郷土
に対する関心を深め，食文化や歴史を知るきっかけと
する。

小・中学校

学校給食におけるセレク
ト給食と諸外国の料理の
実施

セレクト給食では，自分に合ったバランスの良い食事
のとり方を習得し，諸外国の料理では，その国の食文
化や歴史に触れることで他の国への関心を高めるため
に実施する。

小・中学校

和食の日の設定

ユネスコの無形文化遺産に「和食」が登録されたこと
から，「和食の日」を設定し，函館産の農水産物を活
用した食材で，季節感のある和食献立を実施し，給食
を通じて日本人の伝統的な食文化の継承と地域の産業
や歴史，文化などを学ぶ食育の機会とする。

小・中学校

児童生徒に対する個別指
導

肥満や痩身傾向，食物アレルギーのある児童・生徒や
家庭に対し，個別指導を実施し，助言を行う。

小・中学校

歯の学校の実施
小・中学生を対象に学級単位で，歯の健康に関する講
話や実験観察を行い，自分の歯の大切さについて学習
する。

小・中学校
（函館歯科医師会）
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ょう。  

イ  地元の食材を利用した郷土料理について学ぶ機会の創出に努めまし

ょう。  

ウ  食生活改善推進員は，食に関する取組を地域で積極的に推進してい

きましょう。  

（具体的取組事例 ）  

 

 

４ 生産者・事業者 

(1) 役割  

函館市は，津軽海峡や太平洋に囲まれた豊かな漁場に恵まれ，また函

館平野等近郊で生産される米や季節ごとの多くの種類の新鮮な野菜な

ど，豊かな自然と食材に恵まれた環境にあります。  

食育の推進，特に消費者が自然の恵みである食材に対する感謝の念を

深めていくためには，農業，漁業といった食を生み出す場の理解が大変

重要となりますので，生産者は消費者が農業や漁業の場を体験できる機

会の創出に努め，消費者が生産者の努力に感謝し，収穫の喜びを知るこ

とができるようなお互いの顔が見える関係をつくる必要があるほか，地

域の食材の理解のためにも，地域で生産されたものを地域で消費する地

産地消の取組が一層重要となります。  

  食品関連事業者等は，食育に関心を持っていない人々も含めた消費者  

との接点を多く有していることから，工場見学等の様々な体験活動の機  

会の提供，より一層健康に配慮した商品やメニューの提供，食に関する

分かりやすい情報や知識の提供といった食育推進のための活動につい

て積極的に取り組むことが望まれます。  

   特に，消費者への情報提供にあたっては，消費者の適切な食の選択に

資するよう食品表示法等に基づき，分かりやすく客観的な情報の提供に

努めることが必要です。  

 

(2) 重点取組  

生産者・事業者と子どもや保護者との交流が促進されるよう，次の点

を重視して取り組みましょう。   

ア  農業，漁業の生産等における様々な体験の機会を通して，収穫

取　   組 内     容 取組団体

地域における食育関連行
事の実施
（児童館，町内会等）

子供から高齢者までが参加できる食に関わる季節の伝
統行事や料理教室などの実施を通じて，食に関する望
ましい知識の習得や食文化の継承を図る。

各児童館，各町内会，食
生活改善協議会等
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の喜びや食の大切さを実感できるようにしましょう。  

イ  地元で生産される新鮮で安全・安心な農水産物の積極的な使用

を呼びかけましょう。  

ウ  地元の特産物を使った料理を積極的に覚えてもらえるよう，関

係団体と連携して普及に努めましょう。  

《新》エ  食品関連事業者は，様々な食育体験の機会の拡充に努めましょ

う。  

（具体的取組事例 ）  

 

 

５ 行政 

(1) 役割  

行政は，食育の重要性の市民への周知に努めるとともに，子どもを中

心とした家庭における食育を，幼児教育・保育施設，小・中学校等，地

域，生産者・事業者など関係機関・関係団体と連携しながら推進し，市

民一人一人が心豊かで健やかな暮らしを実現することができるように

　取　組 内容 取組団体

魚食普及対策の実施
料理講習会等の開催，学校給食への魚食普及や地
産地消に関する調査・研究を行い，市民へ地元の
魚の消費拡大を図る。

水産市場関連団体

青果物地方卸売市場活性
化対策の実施

市場見学会の開催，料理講習会等への支援，青果
物の普及ＰＲ等を行い，農業への理解を深めると
ともに，地元野菜の消費拡大を図る。

青果市場関連団体

農水産物ブランド化推進
事業の実施

函館産の農水産物を使用する料理教室の開催を通
じて函館産農水産物の手軽でおいしい食べ方や郷
土料理の調理方法を知ってもらうとともに，その
レシピを情報発信することで地産地消の促進や消
費拡大を図る。

函館産農水産物ブランド
推進協議会（２農協，５
漁協）

函館産品活用給食推進事
業の実施

学校給食における函館産農水産物等の利用拡大を
図るための安定した納入体制を構築し，地産地消
の推進を図る。

（市農林水産部）

農業体験の実施
稲作，畑作（播種，草刈り，収穫等），果樹の収
穫等が体験できる農園を開設し，収穫の楽しさや
食べる喜びなど食への興味を深める。

（市農林水産部）

食育体験会の実施
小学生を対象に，スーパーマーケットの野菜等に
触れる疑似買い物体験の場を提供し，野菜や果物
の大切さを知る。

食品流通事業者
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努めます。  

 

(2) 重点取組  

行政においては，次の点を重視して取り組みます。  

ア  「食」に関する正しい知識の情報発信に努めます。  

イ  関係団体や大学・短期大学，食生活改善推進員等のボランティア

との連携を図りながら食育に関する教室等の開催に取り組み，食育

の普及啓発を図ります。  

ウ  生産者や事業者と連携し，学校給食における地元産食材の使用に

努めます。また，郷土料理など和食の普及に努めます。  

エ  幼児教育・保育施設，小・中学校，地域，生産者・事業者におけ

る食育の取組を支援します。  

オ  食生活改善指導員等ボランティアの育成を支援します。  

 

  （具体的取組 事例）  

 

 

取　  組 内　　容 担当部局

「はこだてげんきな子
食育プラン」の概要版の
作成・配付

「はこだてげんきな子 食育プラン（函館市食育
推進計画）」を市民（主に子育て世帯）に広く周
知し，食育の大切さを伝えるため親子で見て楽し
めるような内容の概要版を作成する。

保健福祉部

食育月間，食育の日の周
知啓発

市民に対し，６月の「食育月間」，毎月１９日の
「食育の日」の周知啓発を通じて，食育の推進を
図る。

保健福祉部

健診や教室における食育
啓発事業の実施
　・両親学級
　・離乳食教室
　・乳幼児健診
　・のびっこ健診
　・健口教室

乳幼児を抱える保護者等に対し，望ましい栄養や
食生活等についての相談対応や情報提供等を行
い，家庭における食育の推進を図る。

子ども未来部

保健福祉部

各種イベント時における
食育啓発事業の実施
　

　・子育てサロン等
　・はこだてキッズタウン
　・ちびっこあそびの広場

乳幼児や児童を抱える保護者等に対し，望ましい
栄養や食生活等についての相談対応や情報提供等
を行い，家庭における食育の推進を図る。

子ども未来部

保健福祉部
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取　  組 内　　容 担当部局

健康教育の実施
　・食育推進講座
　・生活習慣病予防講座

市民に対し，食育推進や生活習慣病予防を目的と
する健康教育講座を開催する。

保健福祉部

からだサポートヘルシー
ランチ（特定健診事後事
業）の実施

特定健診受診者に対し，特定健診事後事業として
生活習慣の改善に役立てるため，エネルギー量を
勘案した「ヘルシーランチ」の試食を提供する。

保健福祉部

ヘルスメイト（食生活改
善推進員）の育成

食育推進のボランティア活動の中心的担い手とな
る「ヘルスメイト（食生活改善推進員）」の養成
講座を開催する。

保健福祉部

栄養成分表示の店推進事
業の実施

市民自らの健康管理に寄与することを目的とし
て，外食の際にも，栄養成分を把握することがで
きる栄養成分表示の店事業の推進を図る。

保健福祉部

食品衛生講習会の実施
食品の安全性に関する知識の普及啓発のため講習
会を開催する。

保健福祉部

定期的歯科検診の受診啓
発

歯の健康は全身の健康につながることから，歯周
病検診など定期的な歯科検診の必要性について，
市民に対し周知を図る。

保健福祉部
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目標値  

客観的な指標の目標値を掲げ , 食育の推進に努力します。  

 

 

基本目標 目標値

３歳児 22.8% (H26) 20.5%

小学４年生 29.1% 23.9%

中学１年生 41.8% 34.3%

３歳児 91.7% 100%

小学４年生 82.0% 100%

中学１年生 79.2% 100%

小学５年生 27.5%

中学２年生 40.4%

小学生保護者 92.1%

中学生保護者 89.8%

1歳６か月児 0.5%

３歳児 1.8%

小学生 85.4%

中学生 83.6%

1歳６か月児 3.8% 3%

３歳児 21.5% 15%

2.01本 (H26) 1.80本

野菜 39.3%

魚介類 28.5%

海藻類 59.9%

99人 (H26) 現状値以上

(H26)

(H26)

食で健康なからだをつく
る

食で豊かな心を育む

函館の豊かな食資源や
食文化を通して食の大
切さを知る

適正体重と判定される子ども（小・
中学生）の割合が増える

現状値以下
夕食後におやつを食べる子どもを
減らす

家族で「毎日一緒」，「週５～６回
一緒」に食事をする保護者を増や
す

(H25) 現状値以上

90%

食生活改善推進員を増やす

学校給食における野菜，魚介類，
海藻類の地場産（函館産）食材の
使用割合が増える

肥満の子ども（幼児）の割合が減
る

(H26) 現状値以下

現状値以上

指　　標

朝食を毎日食べる子どもの割合
が増える

就寝時間の遅い子どもの割合
が減る

子どものむし歯のある割合が減る

１２歳児の一人平均むし歯本数が減る

現状値

(H26)

(H24)

(H26)

(H24)

第５章 食育の推進のための目標値  


